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１ 公述及び傍聴の対象となる都市計画の変更の案の概要 

 

（１）北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

   平成 23年３月策定（平成 28年３月一部改定）の北部大阪都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）について、目標年次である令

和２年を迎えることから、人口、産業の現状及び将来の見通しと近年の社会情勢の

変化を踏まえ、変更を行う。 

 

対象市町名 変更案の内容 

豊能町、能勢町、箕面市、 

池田市、豊中市、吹田市、 

茨木市、高槻市、島本町、 

摂津市 

第１章 都市計画区域マスタープランの概要 

第２章 都市づくりの目標 

第３章 区域区分（線引き）の決定に関する方針 

第４章 主要な都市計画の決定の方針 

第５章 都市づくりの推進に向けて 

※内容は、別添「変更案」を参照 

 

（２）東部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

   平成 23年３月策定（平成 28年３月一部改定）の東部大阪都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）について、目標年次である令

和２年を迎えることから、人口、産業の現状及び将来の見通しと近年の社会情勢の

変化を踏まえ、変更を行う。 

 

対象市名 変更案の内容 

守口市、枚方市、寝屋川市、

大東市、門真市、四條畷市、

交野市、八尾市、柏原市、

東大阪市 

第１章 都市計画区域マスタープランの概要 

第２章 都市づくりの目標 

第３章 区域区分（線引き）の決定に関する方針 

第４章 主要な都市計画の決定の方針 

第５章 都市づくりの推進に向けて 

※内容は、別添「変更案」を参照 

 

（３）南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

   平成 23年３月策定（平成 28年３月一部改定）の南部大阪都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）について、目標年次である令

和２年を迎えることから、人口、産業の現状及び将来の見通しと近年の社会情勢の

変化を踏まえ、変更を行う。 
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対象市町村名 変更案の内容 

松原市、藤井寺市、羽曳野

市、大阪狭山市、富田林市、

河内長野市、河南町、太子

町、千早赤阪村、堺市、和

泉市、高石市、泉大津市、

忠岡町、岸和田市、貝塚市、

泉佐野市、田尻町、泉南市、

熊取町、阪南市、岬町 

第１章 都市計画区域マスタープランの概要 

第２章 都市づくりの目標 

第３章 区域区分（線引き）の決定に関する方針 

第４章 主要な都市計画の決定の方針 

第５章 都市づくりの推進に向けて 

※内容は、別添「変更案」を参照 

 

（４）東部大阪都市計画区域区分の変更 

   東部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の「区域区分（線引き）の決

定に関する方針」に基づき、区域区分の変更を行う。 

 

※変更となる地区は、次のとおり。 

対象市名 地区名 変更内容 

枚方市 東田宮山之上地区 市街化調整区域から市街化区域へ編入 

門真市 北島東第２地区 市街化調整区域から市街化区域へ編入 

  ※変更箇所は、別添「計画図」を参照 

 

≪参考≫ 上記の府都市計画決定案件に関連して、 

 ・ 枚方市の都市計画において、用途地域の変更、防火・準防火地域の変更、 

地区計画の決定 

   ・ 門真市の都市計画において、用途地域の変更、防火・準防火地域の変更、 

土地区画整理事業の決定、地区計画の決定 

が予定されています。内容については、各市へお問い合わせください。 

 

（６）南部大阪都市計画区域区分の変更 

   南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の「区域区分（線引き）の決

定に関する方針」に基づき、区域区分の変更を行う。 

 

※変更となる地区は、次のとおり。 

対象市名 地区名 変更内容 

和泉市 山荘地区 市街化調整区域から市街化区域へ編入 
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和泉市 春木地区 市街化調整区域から市街化区域へ編入 

岸和田市 岸之浦地区 市街化調整区域から市街化区域へ編入 

田尻町 泉州空港中地区 市街化調整区域から市街化区域へ編入 

  ※変更箇所は、別添「計画図」を参照 

 

≪参考≫ 上記の府都市計画決定案件に関連して、 

   ・ 和泉市の都市計画において、用途地域の変更、地区計画の決定 

・ 岸和田市の都市計画において、用途地域の変更 

   ・ 田尻町の都市計画において、用途地域の変更 

    が予定されています。内容については、各市町へお問い合わせください。 

 

２ 公述及び傍聴の対象となる都市計画の変更の案の閲覧場所及び閲覧期間 

 

（１）閲覧場所 

市役所および町村役場 府庁 

豊能町建設環境部都市計画課 都市整備部都市計画室計画推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能勢町環境創造部地域整備課 

箕面市みどりまちづくり部まちづくり政策室 

池田市都市建設部まちづくり・交通課 

豊中市都市計画推進部都市計画課 

吹田市都市計画部都市計画室 

茨木市都市整備部都市政策課 

高槻市都市創造部都市づくり推進課 

島本町都市創造部都市計画課 

摂津市建設部都市計画課 

守口市都市整備部都市計画課 

枚方市都市整備部都市計画課 

寝屋川市まち政策部都市計画室 

大東市街づくり部住宅都市政策課 

門真市まちづくり部都市政策課 

四條畷市都市整備部都市計画課 

交野市都市計画部都市計画課 
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八尾市都市整備部都市政策課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市整備部都市計画室計画推進課 

 

柏原市都市デザイン部都市政策課 

東大阪市都市整備部都市計画室 

松原市都市整備部まちづくり推進課 

藤井寺市都市整備部都市計画課 

羽曳野市都市開発部都市計画課 

大阪狭山市都市整備部都市計画グループ 

富田林市まちづくり政策部まちづくり推進課 

河内長野市都市づくり部都市計画課 

河南町まち創造部環境・まちづくり推進課 

太子町まちづくり推進部地域整備課 

千早赤阪村人事財政課地域戦略室 

堺市建築都市局都市計画部都市計画課 

和泉市都市デザイン部都市政策課 

高石市土木部都市計画課 

泉大津市都市政策部都市づくり政策課 

忠岡町産業まちづくり部建設課 

岸和田市まちづくり推進部都市計画課 

貝塚市都市整備部都市計画課 

泉佐野市都市整備部都市計画課 

田尻町事業部都市政策課 

泉南市都市整備部都市政策課 

熊取町都市整備部まちづくり計画課 

阪南市事業部都市整備課 

岬町都市整備部建築課 

  ※市役所および町村役場においては、対象となる市町村の資料のみ掲示します。 

  ※府庁においては、すべての資料について提示します。 

 

（２）閲覧期間 

   令和元年１２月１１日（水）から同月２５日（水）まで 


